
 

消 食 表 第 ４ 号 

令和３年１月 15日 

 

    都道府県知事 

 各  保健所設置市長  殿 

特 別 区 長 

 

 

消 費 者 庁 次 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「食品表示基準について」の一部改正について 

 

今般、食品衛生法（昭和 22年法律第 233 号）第 13条第１項に基づく「食品、添加物等

の規格基準」（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）が改正され、「亜硫酸水素アンモニウム

水」、「DL－酒石酸カリウム」、「Ｌ－酒石酸カリウム」等の添加物が、新たに指定され

ました。 

これを受け、別紙新旧対照表のとおり「食品表示基準について」（平成 27 年３月 30 日

消食表第 139 号）を一部改正しましたので、関係者に対する周知をお願いします。 
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（別紙）

食品表示基準について（新旧対照表）

改正後（新） 改正前（旧）

食品表示基準について（平成27年3月30日消食表第139号） 食品表示基準について（平成27年3月30日消食表第139号）

（総則関係）～（附則） （略） （総則関係）～（附則） （略）

別添 添加物１－１ 別添 添加物１－１

簡略名又は類別名一覧表 簡略名又は類別名一覧表

物 質 名 簡略名又は類別名 物 質 名 簡略名又は類別名

（略） （略） （略） （略）

DL－アラニン アラニン DL－アラニン アラニン

亜硫酸水素アンモニウム水 亜硫酸塩，亜硫酸アンモニウム （新設） （新設）

亜硫酸ナトリウム 亜硫酸塩，亜硫酸Na 亜硫酸ナトリウム 亜硫酸塩，亜硫酸Na

（略） （略） （略） （略）

Ⅼ－酒石酸 酒石酸 Ⅼ－酒石酸 酒石酸

DL－酒石酸カリウム 酒石酸カリウム，酒石酸Ｋ （新設） （新設）

Ｌ－酒石酸カリウム 酒石酸カリウム，酒石酸Ｋ （新設） （新設）

DL－酒石酸水素カリウム 酒石酸カリウム，酒石酸Ｋ，重酒石酸カリウ DL－酒石酸水素カリウム 酒石酸カリウム，酒石酸Ｋ，重酒石酸カリウ

ム，重酒石酸Ｋ ム，重酒石酸Ｋ

（略） （略） （略） （略）

別添 添加物１－２ （略） 別添 添加物１－２ （略）

別添 添加物１－３ 別添 添加物１－３

規則別表第１に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示 規則別表第１に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示

略 （略） （略） 略 （略） （略）（ ） （ ）

３ 保存料 （略） ３ 保存料 （略）

プロピオン酸ナトリウム プロピオン酸ナトリウム

亜硫酸水素アンモニウム水 （新設）

亜硫酸ナトリウム 亜硫酸ナトリウム

（略） （略）

略 （略） （略） 略 （略） （略）（ ） （ ）

５ 酸化防止剤 （略） ５ 酸化防止剤 （略）

－α－トコフェロール －α－トコフェロールdl dl

亜硫酸水素アンモニウム水 （新設）
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亜硫酸ナトリウム 亜硫酸ナトリウム

（略） （略）

略 （略） （略） 略 （略） （略）（ ） （ ）

別添 添加物１－４～別添 添加物２－３ （略） 別添 添加物１－４～別添 添加物２－３ （略）

別添 栄養成分等の分析方法等～別添 Shellfish Growing Areas Classified for Harv 別添 栄養成分等の分析方法等～別添 Shellfish Growing Areas Classified for Harv

est for Human Consumption inAccordance with Regulation 48 of the Animal Product est for Human Consumption inAccordance with Regulation 48 of the Animal Product

s （略） s （略）


